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(57)【要約】
【課題】　二次電池の劣化状態を迅速且つ正確に推定す
る二次電池の劣化状態推定装置並びにそれを備えた電池
システム及び電動車両を提供する。
【解決手段】　二次電池の劣化状態を推定する二次電池
の劣化状態推定装置であって、定電流定電圧充電又は定
電力定電圧充電における定電流又は定電力から定電圧充
電に移行する電圧に達した後に所定時間の無負荷期間を
設け、前記無負荷期間での電圧変化量ΔＶを求め、この
電圧変化量ΔＶより前記二次電池の劣化状態を推定する
。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　二次電池の劣化状態を推定する二次電池の劣化状態推定装置であって、
　定電流定電圧充電又は定電力定電圧充電における定電流又は定電力から定電圧充電に移
行する電圧に達した後に所定時間の無負荷期間を設け、前記無負荷期間での電圧変化量Δ
Ｖを求め、この電圧変化量ΔＶより前記二次電池の劣化状態を推定する、ことを特徴とす
る二次電池の劣化状態推定装置。
【請求項２】
　前記定電流定電圧充電における定電流の大きさ及び前記定電力定電圧充電における定電
力の大きさ毎に、前記電圧変化量ΔＶと劣化状態の変化との関係を予め求めたマップを具
備し、前記マップを使用して劣化状態を推定する、ことを特徴とする請求項１記載の二次
電池の劣化状態推定装置。
【請求項３】
　前記マップを温度別に具備するか、又は前記マップの温度依存性を補正する温度補正係
数を具備することを特徴とする請求項２記載の二次電池の劣化状態推定装置。
【請求項４】
　請求項１～３の何れか一項に記載の二次電池の劣化状態推定装置を具備することを特徴
とする電池システム。
【請求項５】
　請求項４に記載の電池システムを具備することを特徴とする電動車両。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は二次電池の劣化状態推定装置並びにそれを備えた電池システム及び電動車両に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電気自動車やプラグインハイブリッド自動車等の電動車両が多数実用化されてい
る。電動車両に搭載されている駆動用のバッテリは、充電可能なリチウムイオン二次電池
が用いられている。また、リチウムイオン二次電池は家庭用電源、各種ＡＶ機器、パソコ
ン、携帯端末などの種々の分野で使用されている。
【０００３】
　このようなリチウムイオン二次電池は、使用を継続することにより劣化するが、使用環
境に応じて劣化状態が異なる。よって、劣化状態を正確に把握することは、電力管理を正
確に且つ適正に行うことにより、動作時間を最大限に延ばしたり、さらなる劣化を抑えた
りするに当たって重要である。特に、電気自動車では、走行可能距離の算出や、車両の要
求に応じた電力の入出力制御を行うため、二次電池の残存容量を算出しているが、二次電
池の劣化状態を正確に把握することは重要である。
【０００４】
　ここで、このような劣化状態の測定方法としては、満充電から０％までの放電時間（逆
の充電）で容量を測定する方法が知られている。また、一定時間の充放電をする際の電圧
変化などから抵抗値を算出し、その値から二次電池の劣化状態（State Of Health、以下
、単に「ＳＯＨ」という）を推定するものが知られている（例えば、特許文献１参照）。
また、規定条件での充電完了後、満充電状態での電圧変化量からＳＯＨを推定する技術が
提案されている（特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】国際公開第２０１５／０１１７７３号パンフレット
【特許文献２】特開２０１５－０９４７１０号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、完全放電状態とした後、一定電流で充電と放電をする必要があり、長時
間を要するという問題があり、また、特許文献１のように電池セルの電流電圧特性などか
ら容量を推定する技術では、広範囲での充電や放電をする必要があり、推定に時間を要し
、推定精度が低いという問題があり、また、特許文献２の技術でも、規定条件下で満充電
状態とする必要があるという問題があった。
【０００７】
　そこで、本発明は、上記従来技術の問題点を解決することにあり、二次電池の劣化状態
を迅速且つ正確に推定する二次電池の劣化状態推定装置並びにそれを備えた電池システム
及び電動車両を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記課題を解決する本発明は、二次電池の劣化状態を推定する二次電池の劣化状態推定
装置であって、定電流定電圧充電又は定電力定電圧充電における定電流又は定電力から定
電圧充電に移行する電圧に達した後に所定時間の無負荷期間を設け、前記無負荷期間での
電圧変化量ΔＶを求め、この電圧変化量ΔＶより前記二次電池の劣化状態を推定する、こ
とを特徴とする二次電池の劣化状態推定装置にある。
【０００９】
　かかる本発明では、定電流定電圧充電又は定電力定電圧充電における定電流又は定電力
から定電圧充電に移行する電圧に達した後に所定時間の無負荷期間を設けて当該無負荷期
間での電圧変化量ΔＶを求め、この電圧変化量ΔＶより二次電池の劣化状態を推定するの
で、二次電池の劣化状態を迅速且つ正確に推定することができる。
【００１０】
　ここで、前記定電流定電圧充電における定電流の大きさ及び前記定電力定電圧充電にお
ける定電力の大きさ毎に、前記電圧変化量ΔＶと劣化状態の変化との関係を予め求めたマ
ップを具備し、前記マップを使用して劣化状態を推定することが好ましい。
　これによれば、ＳＯＨの推定を簡便に行うことができる。
【００１１】
　また、前記マップを温度別に具備するか、又は前記マップの温度依存性を補正する温度
補正係数を具備することが好ましい。
　これによれば、温度変化によるＳＯＨの推定の精度低下を防止することができる。
【００１２】
　また、本発明の他の態様は、上記二次電池の劣化状態推定装置を具備することを特徴と
する電池システムにある。
　これによれば、二次電池の劣化状態を迅速且つ正確に推定することができる電池システ
ムが提供される。
【００１３】
　また、本発明の他の態様は、上記電池システムを具備することを特徴とする電動車両に
ある。
　これによれば、二次電池の劣化状態を迅速且つ正確に推定することができる電池システ
ムを搭載した電動車両が実現できる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の二次電池の劣化状態推定装置によれば、定電流定電圧充電又は定電力定電圧充
電における定電流又は定電力から定電圧充電に移行する際に所定時間の無負荷期間を設け
て当該無負荷期間での電圧変化を求め、この電圧変化の値より二次電池の劣化状態を推定
するので、二次電池の劣化状態を迅速且つ正確に推定することができるという優れた効果
を奏する。
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【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本実施形態にかかる制御装置を有するＰＨＥＶの構成を示す模式図である。
【図２】本実施形態にかかる二次電池の劣化状態推定装置を含む制御部の構成を示すブロ
ック図である。
【図３】定電流定電圧での低充電時の電流及び電圧と時間との関係の一例を示すグラフで
ある。
【図４】無負荷期間を３０分とした場合の、ＳＯＨと電圧変化量との関係を示すグラフで
ある。
【図５】本実施形態にかかる二次電池の劣化状態推定装置による劣化状態の推定のフロー
の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の一実施形態について図面を参照して詳細に説明する。なお以下の実施形
態は、二次電池及びその管理装置を車両に搭載した例について説明する。
【００１７】
　まず、二次電池が搭載された車両の一例について説明する。図１に示すように、本実施
形態に係る車両１は、電動車両の一種であるプラグインハイブリッド電気自動車（ＰＨＥ
Ｖ）であり、エンジン２の他、二次電池である駆動用バッテリ３を備えている。駆動用バ
ッテリ３は、複数のバッテリーセルが直列又は並列に接続されてなるバッテリユニットで
あり、各バッテリーセルは、例えば、リチウムイオン二次電池からなる。
【００１８】
　この駆動用バッテリ３は、後述する制御部１００を含むコントロールユニット４を介し
て走行用モータ５及びジェネレータ６に電気的に接続されている。走行用モータ５及びジ
ェネレータ６は、図示は省略するが駆動伝達機構を介して駆動輪７に連結されている。
【００１９】
　そして、ＰＨＥＶ１は、例えば、駆動用バッテリ３からの電力供給により動作する走行
用モータ５の駆動力によって走行するＥＶ走行モード、駆動用バッテリ３とエンジン２に
よって駆動されるジェネレータ６で発電される電力によって動作する走行用モータ５の駆
動力によって走行するシリーズ走行モード、エンジン２の駆動力で走行するパラレル走行
モードなどの走行モードを有している。
【００２０】
　本実施形態におけるＰＨＥＶ１では、駆動用バッテリ３に蓄えられた電力は、コントロ
ールユニット４のインバータ８で直流から交流に変換されて走行用モータ５に流入し、こ
れにより走行用モータ５が駆動される（放電）。また、ＰＨＥＶ１の減速時の回生発電電
力は、コントロールユニット４のインバータ８で交流から直流に変換されて駆動用バッテ
リ３に流入し、駆動用バッテリ３に充電される。さらに、コントロールユニット４には、
車載充電器（ＯＢＣ）９が搭載され、車載充電器９は、図示しない外部充電装置からの電
力により駆動用バッテリ３に充電を行う。
【００２１】
　さらに、本実施形態にかかるＰＨＥＶ１のコントロールユニット４には、制御部１００
が設けられている。なお、主として、駆動用バッテリ３、車載充電器９及び制御部１００
により、電池システムを構成している。なお、本実施形態では、ＰＨＥＶ１を例示したが
、電気自動車（ＥＶ）であってもよいことはいうまでもない。
【００２２】
　ここで、本発明の劣化状態推定装置を含む電池システムの一例を図２に示す。なお、以
下、電動車両に搭載した場合を例として説明するが、電動車両以外の用途であっても同様
である。
【００２３】
　電池システム１０は、駆動用バッテリ３を一例とする組電池１１と、車載充電器９を一
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例とする充放電制御部１２と、制御部１００とを具備する。
【００２４】
　制御部１００は、組電池１１の充電率等の充電状態を検出する充電状態検出部１１０と
、劣化状態推定装置を構成する劣化状態検出部１２０と、充放電制御部１２を介しての組
電池１１の充電制御などを行う電池管理ユニット（ＢＭＵ）１３０とを具備する。
【００２５】
　充電状態検出部１１０は、本実施形態では、組電池１１の充放電制御部１２による充電
中の電流及び電圧を検出する電流電圧検出部１１１と、組電池１１の温度を検出する電池
温度検出部１１２と、組電池１１の充電率（ＳＯＣ：State of charge）を検出するＳＯ
Ｃ検出部１１３と、を備えている。なお、ＳＯＣ検出部１１３は、組電池１１の電圧を検
出する電圧検出手段に単純に置き換えてもよい。
【００２６】
　劣化状態検出部１２０は、本実施形態の劣化状態推定装置であり、詳細は後述するが、
組電池１１の劣化状態（ＳＯＨ：State of health）を推定する。劣化状態検出部１２０
は、定電流定電圧充電又は定電力定電圧充電における定電流又は定電力から定電圧充電に
移行する際に所定時間の無負荷期間を設けるように充電条件を変更する充電条件変更部１
２１と、無負荷期間での電圧変化（電圧降下）の値ΔＶを求める電圧変化算出部１２２と
、電圧変化の値から劣化状態を推定するためのマップ１２３を具備する。
【００２７】
　電池管理ユニット１３０は、充電状態検出部１１０により検出された組電池１１の温度
やＳＯＣなどや、劣化状態検出部１２０により検出されたＳＯＨなどに基づいて、充放電
する際の電流値、電圧を制御する。
【００２８】
　ここで、劣化状態検出部１２０について詳細に説明する。
　充放電制御部により組電池１１への充電は、規定電力（または規定電流）で規定電圧ま
で充電する定電力（ＣＰ）（または定電流（ＣＣ））充電後、規定電圧を維持するように
電力（または電流）を低下させていく定電圧（ＣＶ））充電が行われる。これを定電力（
または定電流）定電圧充電、あるいはＣＰ（またはＣＣ）ＣＶ充電という。なお、定電流
（または定電力）充電から定電圧充電への移行は、組電池１１の使用上の上限電圧に到達
した時点で行われる。
【００２９】
　また、充電の際の規定電力又は規定電流の大きさで充電が完了するまでの時間が異なる
ことになる。電動車両の場合には、充電スタンドなどで行われる急速充電と、家庭での電
源で行われる普通充電とがある。本件では、以下、相対的に高い高電力又は高電流で充電
する高充電と、相対的に低い定電力又は定電流で充電する低充電とを例示して説明する。
なお、電力又は電流レベルは２段階に限定されず、３段階以上の複数の充電レベルを有し
ている場合もある。
【００３０】
　充電条件変更部１２１は、劣化状態を推定する際に、このような各充電条件において、
定電流定電圧充電又は定電力定電圧充電における定電流又は定電力から定電圧充電に移行
する際の電圧に達した後に所定時間の無負荷期間を設けるように充電条件を変更する。こ
こで、無負荷期間は、通電する電流を切断して電流値を０とする期間である。無負荷期間
の後には、再度、定電流定電圧充電又は定電力定電圧充電を再開する。
【００３１】
　このように無負荷期間を設けると、この間に電圧が変化、すなわち、降下するが、この
電圧変化量（電圧降下量）ΔＶが、組電池１１の劣化状態に依存して変化する。本発明は
、かかる知見に基づき、ΔＶの大きさに基づいて劣化状態を推定するものである。なお、
無負荷期間の時間は、特に限定されないが、無負荷期間と依存性（劣化状態の違いに基づ
く電圧変化量の大きさ）は、無負荷期間が１分程度までは変化がないが、５分～１０分程
度とすると比較的大きくなり、３０分程度となると差がさらに顕著となるが、３０分以上
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大きくしてもそれ以降大きな変化がないことがわかっている。また、無負荷期間は充電を
中断する期間であるため、この点からするとできるだけ短い方が好ましい。よって、無負
荷期間を３０分以上としても、依存性が大きく変化する訳ではないので、無負荷期間は、
３０分以内で設定し、１～３０分、好ましくは、５～３０分、さらに好ましくは、１０～
３０分の中から選択すればよい。
【００３２】
　図３には、定電流定電圧での低充電時の電流及び電圧と時間との関係の一例を示し、（
ａ）は、劣化推定のための無負荷期間Δｔを設けたもの、（ｂ）は、通常充電の場合を示
す。なお、このような定電流定電圧充電、特に、劣化時、低温時、又は大電流通電時など
においては定電圧充電に費やす時間が充電時間の大きな割合を占めるが、本発明における
劣化状態推定は無負荷期間経過後に行われるので、充電完了までの多大な時間を待つこと
なく劣化状態を把握することができる。
【００３３】
　本実施形態の劣化状態検出部１２０の電圧変化算出部１２２は、定電圧充電に移行した
時点の第１電圧値とそれから無負荷期間Δｔ経過後の第２電圧値とを充電状態検出部１１
０の電流及び電圧を検出する電流電圧検出部１１１から取得し、第１電圧値から第２電圧
値の差である電圧変化量ΔＶを求める。
【００３４】
　また、劣化状態検出部１２０は、電圧変化算出部１２２が算出した傾きの値からＳＯＨ
を推定する。
　具体的には、予め、電圧変化量（電圧降下量）とＳＯＨとの関係を示すマップ１２３を
用意しておく。そして劣化状態検出部１２０は、上述したように電圧変化算出部１２２が
求めた電圧変化量とマップ１２３との比較から、ＳＯＨを推定する。
【００３５】
　なお、マップ１２３としては、定電流定電圧による高充電、定電力定電圧による高充電
、定電流定電圧による低充電、定電力定電圧による低充電など複数種を用意する必要があ
る。勿論、充電レベルが３段階以上あれば、各充電レベルに応じてマップ１２３を用意す
る。
【００３６】
　図４には、無負荷期間を３０分とした場合の、ＳＯＨと電圧変化量との関係を示す。（
ａ）は２５℃での測定、（ｂ）は０℃での測定の結果である。
　測定した組電池１１は、ＳＯＨが１００％、８４％、４５％のものであり、ＳＯＨが低
下するほど、電圧変化量が大きくなることがわかる。このようなマップを充電レベル毎に
予め用意することにより、無負荷期間での電圧変化量から劣化状態を推定することができ
る。
【００３７】
　本発明は、このように定電圧充電に移行する直前に無負荷期間を設けた場合に、その間
の電圧変化量と、ＳＯＨとに緊密な関係があるという新たな知見に基づいて完成されたも
のである。
【００３８】
　また、各セルのＳＯＨと電圧変化量との関係には、図４に示すように、温度依存性があ
ることもわかっている。よって、温度毎にマップ１２３を用意してもよいし、組電池１１
の温度に応じて補正する補正用マップまたは補正係数を別途用意してもよい。
【００３９】
　図５には、具体的な実施形態のフローの一例を示し、劣化状態の推定を行う手順を説明
する。
　図５に示すように、まず、低充電又は高充電における定電流（定電力）定電圧充電が開
始すると（ステップＳ１）、電流電圧検出部１１１及び電池温度検出部１１２が、時間、
温度、電流、電圧の取得を開始する（ステップＳ２）。
【００４０】
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　ここで、劣化状態を推定する場合には、充電条件変更部１２１が定電圧充電への移行の
前に所定の無負荷期間を設けるように、充電条件を変更する（ステップＳ３）。
　そして、電池の仕様上の上限電圧に達すると（ステップＳ４）、定電流（定電力）充電
を中断し、無負荷期間に移行する（ステップＳ５）。電圧変化算出部１２２は、この時点
の電圧値を第１電圧値として取得する。
【００４１】
　そして、無負荷期間が経過すると（ステップＳ６）、その時点の電圧値を第２電圧値と
して取得し、電圧変化算出部１２２は無負荷期間の電圧変化量を算出する（ステップＳ７
）。そして、劣化状態検出部１２０は、無負荷期間の電圧変化量ΔＶに基づき、劣化状態
（ＳＯＨ）推定を開始する（ステップＳ８）。
【００４２】
　具体的には、電圧変化算出部１２２は、第１電圧値と第２電圧値との差をΔＶとして算
出する（ステップＳ７）。また、劣化状態検出部１２０は、この電圧変化量ΔＶと温度の
情報に基づいて、今回の充電に適合するマップ１２３から劣化状態を推定する（ステップ
Ｓ９）。
【００４３】
　そして、このように求められた劣化状態（ＳＯＨ）は、電池管理ユニット（ＢＭＵ）１
３０などに保存されているＳＯＨを更新するために用いられる（ステップＳ１０）。
【００４４】
　なお、無負荷期間経過後（ステップＳ６）、組電池１１の充電は、再度定電流（定電力
）定電圧充電を再開し（ステップＳ１１）、再度、電池の仕様上の上限電圧に達したら（
ステップＳ１２）、定電流（定電力）充電から定電圧充電に移行し（ステップＳ１３）、
充電終了条件に到達すると（ステップＳ１４）、定電圧充電を終了する（ステップＳ１５
）。
【００４５】
　このように劣化状態検出部１２０により求められた劣化状態（ＳＯＨ）は、電力管理を
正確に且つ適正に行うことにより、動作時間を最大限に延ばしたり、さらなる劣化を抑え
たりするに当たって重要である。また、特に、電気自動車では、走行可能距離の算出や、
車両の要求に応じた電力の入出力制御を行うため、二次電池の残存容量を算出しているが
、この際に劣化状態が参照される。
【符号の説明】
【００４６】
１　　　ＰＨＥＶ（車両）
２　　　エンジン
３　　　駆動用バッテリ
４　　　コントロールユニット
５　　　走行用モータ
６　　　ジェネレータ
８　　　インバータ
９　　　車載充電器
１０　　電池システム
１００　制御部
１１０　充電状態検出部
１２０　劣化状態検出部
１２１　充電条件変更部
１２２　電圧変化算出部
１２３　マップ
１３０　　電池管理ユニット（ＢＭＵ）
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